
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年1２月２日 

北区立滝野川紅葉中学校 

校長 蓮 田 進 

＜教育目標＞ 学び考える人 優しく心豊かな人 鍛え努力する人 

 

滝野川紅葉中だより 

グレゴリーへの手紙 

校長 蓮田 進 

中学生になると交友関係も広がり、保護者のみなさんも何かと心配事が増えると思います。そこで、アメリカでも話題にな

った母親が息子に携帯電話をプレゼントしたときの約束を掲載します。とても考えさせられる内容だと思います。 

 

「１３歳の息子へ、新しい iPhone と使用契約書です。愛を込めて。母よりグレゴリーへ、 

メリークリスマス！あなたは今日から iPhone の所有権を持つことができます。やったね！責任感のあるお利口な１３歳な

ので、このプレゼントはあなたに相応しい。しかし、このプレゼントを受理すると同時にルールや規則が付いてきます。以下

の使用契約をゆっくり読んでください。私の親としての仕事も分かって欲しい。あなたを健康で豊かな人間性を持った、現代

のテクノロジーをうまく活用していける大人に育てなければならないといことを。以下の規則を守ることができなかった場

合、あなたの iPhone 所有権も無くなります。あなたが大好きでたまりません。あなたと何百万個ものメッセージ交換をす

るのが楽しみです。」 という文で始まり、１８の約束事が書かれています。 

「この条件を合意してくれることを願っているよ。ここにリストしてあるほとんどの条件は人生をうまく生きるための条

件にも当てはまるものだから。あなたは常に激変していく世の中で成長しています。とてもエキサイティングで気を引く体

験だと思う。できるだけシンプルに物事を考えて行ってください。どんな機械やガジェットよりも自分のパワフルな考え方

と大きな心を信じてください。あなたが大好きなのよ。あなたの素晴らしい  iPhone を楽しんでね。                                                                           

母より。」 と締めくくられています。 

 

 1. これは私の携帯です。私が買いました。月々の支払いも私がします。あなたに貸しているものです。私ってやさしいでしょ？ 

2. パスワードはかならず私に報告すること。 

3. これは「電話」です、鳴ったら必ず出ること。発信者が「ママ」か「パパ」だったら必ず出ること。絶対に 

4. 学校がある日は 7:30pm に携帯を私に返却します。週末は 9:00pm に返却します。次の朝の 7:30am まで電源オフになります。 

5. iPhone はあなたと一緒に学校には行けません。SNS をする子とは直接お話しなさい。人生のスキルです。  

6. 万が一トイレや床に落としたり、無くしたり、破損させた場合の修理費用は自己負担です。お小遣いでカバーしてください。 

7. このテクノロジーを使って嘘をついたり、人を馬鹿にしたりしないこと。人を傷つけるような会話に参加しないこと。 

8. 人に面と向かって言えないようなことをこの携帯を使って SMS やメールでしないこと。 

9. 友達の親の前で言えないようなことを SMS やメールでしないこと。自己規制してください。 

10. ポルノ禁止。私とシェアできるような情報を検索してください。質問があれば誰かに聞きなさい。なるべく私かお父さんに聞いてね 

11. 公共の場では消すなり、サイレントモードにすること。特にレストラン、映画館や他の人間と話す時はそうしてください。 

12. 他の人にあなたの大事な所の写真を送ったり、貰ったりしてはいけません。消すのは難しいし、風評を消すのも尚更難しい。 

13. 写真やビデオを膨大に撮らないこと。すべてを収録する必要はありません。人生経験を肌身で体験してください。 

14. ときどき家に携帯を置いて出かけてください。選択に自信を持ってください。携帯はあなたの一部でもありません。 

15. 新しい音楽、クラシック音楽、あるいは全員が聴いている音楽とは違う音楽をダウンロードしてください。視野を広げてください。 

16. ときどきワードゲームやパズルや知能ゲームで遊んでください。 

17. 上を向いて歩いてください。あなたの周りの世界を良く見てください。窓から外を覗いてください。鳥の鳴き声を聞いてください。 

18. あなたは失敗する。そのときはこの携帯をあなたから奪います。その失敗について私と話し合います。一緒に答えを出して行きまし

ょう。 

 以上１８の約束事を一部省略して掲示しました。 

 



滝野川紅葉中生の活躍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 月 

1 日  

2 月 朝礼 

3 火  

4 水  

5 木 6組スポーツ大会 

6 金 全校三者面談（終） 

7 土  

8 日  

9 月 安全指導 

10 火  

11 水  

12 木 １年前日指導 

13 金 1年校外学習 

14 土  

15 日 入試相談（始） ３年スピーキングテスト予備日 

16 月 避難訓練 

17 火  

18 水 各種委員会 

19 木 中央委員会 2年前日指導 

20 金 ２年校外学習 

21 土  

22 日  

23 月  

24 火  

25 水 大掃除 全校集会 

26 木 冬季休業（始） 

27 金 閉庁日 

28 土  

29 日  

30 月  

31 火 大晦日 

※最新の情報は学年だより等をご確認ください。 

 スクールカウンセラーをご活用ください  

お子様の心の健康は保たれていますか？ 
 本校には、臨床心理士の資格をもつ２名のスクールカウン

セラーが勤務しています。 

 カウンセラー  （基本勤務日 水曜日） 

 カウンセラー  （基本勤務日 火曜日） 

 お子様の心の悩みや発達の悩みなどについてのご相談を、生徒本

人はもちろんのこと、保護者の方からも受け付けております。まず

は担任または養護教諭にお問い合わせください。カウンセリングの

予約を承ります。 

 福田カウンセラーについては、専用携帯電話による予約もできま

すのでご活用ください。 

 

演劇部 

 

・第78回北区立中学校連合学芸会優秀賞 

・第78回北区立中学校連合学芸会優秀演技賞 

 

 

 

３年英語科 

・第７８回北区立中学校連合学芸会  

英語の部 優勝  

 

薬物乱用防止 

・薬物乱用防止ポスターの部 地区会長賞 

 

 

・薬物乱用防止標語の部 滝野川地区特別賞 

 

 

卓球部 

・北区秋季卓球大会 男子団体 3位 

・北区秋季卓球大会 女子個人 3位 

 

 

サッカー部 

・北区秋季サッカー大会 第3位 

 

生徒会スローガン決定 

「初志貫徹」 

～ 一人一人がつくる学校を目指して ～ 

 
法務省では、毎年12月4日から10日を「人権

週間」と定め、各関係機関及び団体と協力して、全国

的に人権啓発活動を展開し、人権尊重思想の普及を呼

びかけています。 

今年も「『誰か』のこと じゃない。」をキャッチコ

ピーに、人権問題を誰かの問題ではなく、自分の問題

として捉え、人権を尊重することの大切さを考えるこ

ととしています。 

一人ひとりの人権、大切にしましょう。 


